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４ 許可承諾条件等の遵守 

受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合はこれを遵守しなければならない。なお、受

注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければなら

ない。 

５ コミュニケーション 

受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければな

らない。 

６ 苦情対応 

受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は

誠意をもってその解決に当たならければならない。 

７ 交渉時の注意 

受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において

行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当た

っては誠意をもって対応しなければならない。 

８ 交渉内容明確化 

受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確

にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従わなければならな

い。 

１－１－39 施工時期及び施工時間の変更 

１ 施工時間の変更 

受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場

合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 

２ 休日又は夜間の作業連絡 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作

業を行う場合にあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

１－１－40 工事測量 

１ 一般事項 

受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の設置及び用

地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されて

いる数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければなら

ない。なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の選出は、監督員

の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を監督員に提出しなければなら

ない。 

２ 引照点等の設置 

受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、

施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷

が生じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多

角点、引照点等を復元しなければならない。 

３ 仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 

４ 工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設して

はならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設するこ

とができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。なお、

移設する場合は、隣地土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 

５ 既存杭の保全 
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受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置

換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければ

ならない。 

６ 水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準

として行うものとする。 

１－１－41 提出書類 

１ 一般事項 

受注者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集（提出書類一覧表（参考資料参照））等に

基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する

様式によらなければならない。 

２ 設計図書に定めるもの 

契約書第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負金額に係わる請求書、

代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他

現場説明書等で指定した書類をいう。 

１－１－42 工事打合簿 

受注者は、工事期間中に生じる次の事項について「工事打合簿」でその内容を明記する。な

お、これを２部作成し、受注者と監督員が各々保管するものとする。 

①指示   ②協議   ③通知   ④承諾   ⑤提出  

⑥報告   ⑦届出   ⑧その他必要と認められるもの 

１－１－43 不可抗力による損害 

１ 工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条の規定

の適用を受けると思われる場合には、直ちに契約書第 30 条第 1 項に基づく「不可抗力による

損害の状況について（第 19 号様式）」を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。 

２ 設計図書で定めたもの 

契約書第 30 条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げる

ものをいう。 
(1) 波浪、高潮に起因する場合 

波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と

認められる場合 

(2) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 

① 24 時間雨量（任意の連続 24 時間における雨量をいう。）が 80mm 以上 

② １時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20mm 以上 

③ 連続雨量（任意の 72 時間における雨量をいう。）が 150mm 以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

(3) 強風に起因する場合 

強風に起因する場合最大風速（10 分間の平均風速で最大のもの）が 15m/秒以上あった場

合。 

(4)  河川沿いの施設にあたっては、河川の氾濫注意水位（警戒水位）以上、またはそれに準

ずる出水により発生した場合 

(5) 地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の

一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 

３ その他 

契約書第 30 条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく

もの」とは、設計図書及び契約書第 27 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及

び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 
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間については、表２－９－１の値以上とするのを標準とする。 

なお、表２－９－１の養生期間の後、さらに２日間はコンクリート温度を０℃以上に保たな

ければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表２－９－１に示す期間も満足する必

要がある。 

 

表２－９－１ 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

５℃以上の温度制御養生と所定の湿潤養

生に想定される凍結誘拐の頻度 
養生温度 

セメントの種類 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 

（1） 厳しい気象条件 
５℃ ９日 ５日 12日 

10℃ ７日 ４日 ９日 

（2） まれに凍結融解程度の気象条件 
５℃ ４日 ３日 ５日 

10℃ ３日 ２日 ４日 

注) 水セメント比が 55％の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる場合

は適宜増減する。 

 


	P30,31_r0805修正.pdf
	P116_r0805修正.pdf
	P196_r0805修正.pdf



